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2018年８月20日 

各  位 

 

会 社 名 株式会社 サイバーリンクス 

代 表 者 名 代表取締役社長 村上 恒夫 

（コード番号：3683 東証第一部）

問 合 せ 先 専務取締役   佐藤 正光 

（TEL. 073-448-3600）

 

株式会社南大阪電子計算センターの子会社化に向けた基本合意書締結に関するお知らせ 

 

当社は、2018年８月20日開催の取締役会において、株式会社南大阪電子計算センター（以下「Ｍ

ＣＣ社」といいます）の全株式を取得して子会社化（以下「本件」といいます）することについ

て、同社と基本合意書を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．本件実施の理由 

当社は、官公庁向けクラウドサービス分野において和歌山県内を中心に営業基盤を構築す

る中、同分野のさらなる成長を図るため、中期経営計画において統合住民サービス等の新た

なクラウドサービスの構築と全国への事業展開を進めております。 

一方でＭＣＣ社は、大阪府南部エリア、和歌山県及び奈良県の地方自治体向けに基幹シス

テムの提供等を中心に事業展開しており、長年の実績に基づいた強固な営業基盤を構築して

おります。 

ＭＣＣ社の事業は、当社事業との親和性、補完性が高く、両社が連携し、各々が官公庁や

医療機関向け事業分野で培ってきたノウハウと営業基盤を活かし、シナジー効果を生み出す

ことにより、中期経営計画の推進を加速できると判断いたしました。 

上記のような状況の下、当社およびＭＣＣ社との間で、ＭＣＣ社を子会社化することに関

する基本合意に至りました。現在のところ、最終的な株式取得に関する詳細は決定しており

ませんが、株式譲渡及び株式交換の組み合わせによる方法によりＭＣＣ社全株式を取得する

ことを検討しております。詳細につきましては、決定次第あらためて開示いたします。 
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２．対象会社の概要 

（１）名 称 株式会社南大阪電子計算センター 

（２）所 在 地 大阪府貝塚市脇浜四丁目２番22号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 上岡 兼千代 

代表取締役社長 宇治 保 

（４）事 業 内 容 自治体向けシステムの販売、設計、開発、導入支援、アウトソーシング 

電子カルテ・医療事務システムの販売、設計、開発、導入支援 

（５）資 本 金 80百万円 

（６）設 立 年 月 日 1969年12月22日 

（７）発 行 済 株 式 総 数 80,000株 

（８）決 算 期 ９月 

（９）大株主及び持株比率

（2018年８月20日現在） 

上岡 兼千代 

日本電気株式会社 

西野 哲哉 

千地 克典 

宇治 保 

35.2％

18.8％

6.6％

5.9％

5.0％

（10）上 場 会 社 と

当 該 会 社 の 関 係
資 本 関 係 

対象会社は当社の発行済株式総数の0.1％に相当する5,010株を所有して

おります。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 対象会社は当社に対しソフトウェア保守を提供しております。 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

（11）当該会社の最近３年間の財政状態及び経営成績 

決算期 2015年９月期（単体） 2016年９月期（単体） 2017年９月期（単体）

純 資 産 1,646百万円 1,880百万円 1,917百万円

総 資 産 2,853百万円 3,225百万円 3,469百万円

１ 株 当 た り 純 資 産 20,577円91銭 23,500円89銭 23,695円22銭

売 上 高 2,684百万円 2,585百万円 2,722百万円

営 業 利 益 22百万円 352百万円 189百万円

経 常 利 益 33百万円 349百万円 194百万円

当 期 純 利 益 25百万円 245百万円 53百万円

１株当たり当期純利益 322円95銭 3,072円97銭 664円33銭

１ 株 当 た り 配 当 金 150円 200円 200円

 

 

３．株式取得の相手先の概要 

最終的な株式取得の詳細が未決定のため、現段階では開示できません。 

決定した段階で開示いたします。 

 

 

４．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

前述のとおり、株式譲渡及び株式交換の組み合わせによる方法により全株式を取得するこ

とを検討しております。株式取得の詳細につきましては、決定次第あらためて開示いたしま

す。 
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５．日程 

（１）基本合意書締結に係る取締役会決議日 2018年８月20日 

（２）基本合意書締結日 2018年８月20日 

（３）株式譲渡契約の取締役会決議日 2019年２月頃（予定） 

（４）株式交換契約の取締役会決議日 2019年２月頃（予定） 

（５）株式交換契約承認株主総会 2019年３月下旬（予定） 

（６）株式取得日 2019年８月下旬（予定） 

（７）株式交換効力発生日 2019年９月１日（予定） 

（注）前述のとおり、最終的な株式取得の詳細は未決定ですが、株式譲渡及び株式交換を組み合わせた場合に想定され

る日程を記載しております。 

 

６．今後の見通し 

本件が成立した場合の、当期以降の業績に与える影響等につきましては、確定次第、速や

かにお知らせいたします。 

 

以上 


